
岩手県告示第191号 

 特定県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成24年３月27日 

                                    岩手県知事 達 増 拓 也  

   特定県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改正する告示 

 特定県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する規程（平成８年岩手県告示第428号）の一部を次のように改

正する。 

改正前 改正後 

（準用規定） （準用規定） 

第９条 資格等規程第13条、第14条（第２項３号を除く。）、

第15条、第16条及び第18条の規定は、特定県営建設工事に係

る条件付一般競争入札を行う場合における 低価格入札者以

外の者を落札者とすることができる場合の基準の作成、競争

入札審議会、地方競争入札審議会、秘密の保持及び医療局長

又は企業局長の依頼による入札の執行等について準用する。

この場合において、第14条第１項、第15条及び第18条中「県

営建設工事」とあるのは「特定県営建設工事」と読み替える

ものとする。 

第９条 資格等規程第13条、第14条（第２項３号を除く。）、

第15条、第16条及び第18条の規定は、特定県営建設工事に係

る条件付一般競争入札を行う場合における 低価格入札者以

外の者を落札者とすることができる場合の基準の作成、競争

入札審議会、地方競争入札審議会、秘密の保持及び医療局長

又は企業局長の依頼による入札の執行等について準用する。

この場合において、資格等規程第14条第１項及び第２項第４

号、第15条並びに第18条中「県営建設工事」とあるのは、「

特定県営建設工事」と読み替えるものとする。 

２ 一般規程第11条、第12条及び第13条の規定は、特定県営建

設工事に係る一般競争入札を行う場合における 低価格入札

者以外の者を落札者とすることができる場合の基準の作成、

一般競争入札審議会及び医療局長又は企業局長の依頼による

一般競争入札審議会の開催について準用する。 

２ 一般規程第10条、第11条及び第12条の規定は、特定県営建

設工事に係る一般競争入札を行う場合における 低価格入札

者以外の者を落札者とすることができる場合の基準の作成、

一般競争入札審議会及び医療局長又は企業局長の依頼による

一般競争入札審議会の開催について準用する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

   附 則    附 則 

  （施行期日） 

１ ［略］ １ ［略］ 

 （特定県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の

指名等に関する規程の廃止） 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  （競争入札審議会の特例） 

 ３ 競争入札審議会は、第９条第１項において準用する資格等

規程第14条第１項の規定による会議の区分にかかわらず、当

分の間、総務室入札課長（総務室入札課長に事故があるとき

は、総務室長が指名する者）が主宰し、総務室長がその都度

指名する者５人以上が出席して行う。 

  （地方競争入札審議会の特例） 

 ４ 沿岸広域振興局及び県北広域振興局（二戸地域振興センタ

ーを除く。）における地方競争入札審議会は、第９条第１項

において準用する資格等規程第15条の規定による会議の区分

にかかわらず、当分の間、当該広域振興局の経営企画部入札



 課長等（経営企画部入札課長等に事故があるときは、経営企

画部長等が指名する者）が主宰し、当該広域振興局等の所管

区域内に所在する地方公所の職員で、当該広域振興局等の課

長又は当該課長の職と同等以上の職にあると認められるもの

のうちから当該広域振興局の経営企画部長等がその都度指名

する者４人以上が出席して行う。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この告示は、平成24年４月１日から施行する。 
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